
                         議案第６５号   

 

   日立市市民広場等の設置及び管理条例等の一部を改正する  

条例の制定について  

 

 日立市市民広場等の設置及び管理条例等の一部を改正する条例を別紙

のとおり制定するものとする。  

 

      令和  ７  年  ９  月  ４  日提出  

 

                日立市長   小  川  春  樹     

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 （提案説明）  

 公共施設の使用時間等の見直しに伴い、本条例を制定するものであり

ます。  
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日立市市民広場等の設置及び管理条例等の一部を改正する  

条例  

 （日立市市民広場等の設置及び管理条例の一部改正）  

第１条  日立市市民広場等の設置及び管理条例（昭和３９年条例第４９

号）の一部を次のように改正する。  

 別表中  

「   

専用使用（全

面）  

早朝  ２，２００  ３，３００  

 を  

 小・中学生  １，１００  １，６５０  

１回  ２，０５０  ３，０８０  

 小・中学生  １，０３０  １，５４０  

専用使用（２

分の１面）  

早朝  １，１００  １，６５０  

 小・中学生  ５５０  ８３０  

１回  １，０３０  １，５４０  

 小・中学生  ５２０  ７７０  

                             」  

「   

専用使用（全

面）  

１回   ２，０５０  ３，０８０  

 に  

 小・中学生  １，０３０  １，５４０  

専用使用（２

分の１面）  

１回  １，０３０  １，５４０  

 小・中学生  ５２０  ７７０  

                             」  
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改め、同表備考１中「早朝  午前６時から午後９時まで」を削り、同

表備考６中「午前６時から午後５時まで」を「午前９時から午後５時

まで」に改める。  

 （日立市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第２条  日立市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例（平成５年条

例第２号）の一部を次のように改正する。  

別表第４項の表中  

「   

専用使用  早朝  １２，５７０  

 を  

 小・中学生  ６，２９０  

１回  ６，２９０  

 小・中学生  ３，１５０  

個人使用  早朝  ３１０  

 小・中学生  １６０  

１日  ６３０  

 小・中学生  ３２０  

回数券（５枚）  早朝  １，２４０  

 小・中学生  ６２０  

１日  ２，５２０  

 小・中学生  １，２６０  

                             」  

「   

-31-



専用使用  １回  ６，２９０  

 に  

 小・中学生  ３，１５０  

個人使用  １日  ６３０  

 小・中学生  ３２０  

回数券（５枚）  １日  ２，５２０  

 小・中学生  １，２６０  

                             」  

改め、別表第６項の表中  

「   

専 用 使 用 （ 全

面）  

早朝  ２，２００  ３，３００  

 を  

 小・中学生  １，１００  １，６５０  

１回  ２，０５０  ３，０８０  

 小・中学生  １，０３０  １，５４０  

専 用 使 用 （ ２

分の１面）  

早朝  １，１００  １，６５０  

 小・中学生  ５５０  ８３０  

１回  １，０３０  １，５４０  

 小・中学生  ５１０  ７７０  

専 用 使 用 （ ４

分の１面）  

早朝  ５５０  ８３０  

 小・中学生  ２８０  ４１０  

１回  ５１０  ７７０  

 小・中学生  ２６０  ３９０  

                             」  
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「   

専用使用（全

面）  

１回  ２，０５０  ３，０８０  

 に  

 小・中学生  １，０３０  １，５４０  

専用使用（２

分の１面）  

１回  １，０３０  １，５４０  

 小・中学生  ５１０  ７７０  

専用使用（４

分の１面）  

１回  ５１０  ７７０  

 小・中学生  ２６０  ３９０  

                             」  

改め、別表第７項の表中  

「   

専用使用（全

面）  

早朝  ３，２６０  ４，８９０  

 を  

 小・中学生  １，６３０  ２，４５０  

１回  ３，０６０  ４，５９０  

 小・中学生  １，５３０  ２，３００  

専用使用（２

分の１面）  

早朝  １，６３０  ２，４５０  

 小・中学生  ８２０  １，２２０  

１回  １，５３０  ２，３００  

 小・中学生  ７７０  １，１５０  

                              」  

「   

専用使用（全

面）  

１回   ３，０６０  ４，５９０  

 に   小・中学生  １，５３０  ２，３００  
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専用使用（２

分の１面）  

１回  １，５３０  ２，３００  

 小・中学生  ７７０  １，１５０  

                              」  

改め、別表備考１中「ターゲットバードゴルフコースの個人使用にあ

っては、午前９時から日没まで」を「諏訪スポーツ広場のターゲット

バードゴルフコースの個人使用にあっては、午前９時から日没まで。

河原子北浜スポーツ広場のターゲットバードゴルフコースの個人使用

にあっては、午前９時から午後５時まで」に改め、同表備考８中「及

び中里スポーツ広場」を「、河原子北浜スポーツ広場、中里スポーツ

広場及び会瀬スポーツ広場」に改め、同表備考９中「ターゲットバー

ドゴルフコースの会員使用の使用時間は」を「諏訪スポーツ広場のタ

ーゲットバードゴルフコースの会員使用の使用時間は、午前９時から

日没までとし、河原子北浜スポーツ広場のターゲットバードゴルフコ

ースの会員使用の使用時間は」に改める。  

 （日立市十王総合健康福祉センターの設置及び管理に関する条例の一

部改正）  

第３条  日立市十王総合健康福祉センターの設置及び管理に関する条例

（平成１６年条例第３６号）の一部を次のように改正する。  

  別表第１を次のように改める。  

別表第１（第４条関係）  

区分  開館時間  休館日  

保健プラザ  午前８時３０分から  (1) 月曜日  
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いきいき健康プラザ  午後５時１５分まで  (2) １２月２９

日から翌年１

月３日まで  

多目的ホール  午 前 ９ 時 か ら 午 後  

１０時まで  

福祉プラザ  調理実習室  午前９時から午後５

時まで（ゲートボー

ル場については、６

月から９月までの期

間に限り、午前６時

から午後５時まで）  

ゲートボール

場  

風 呂 ・ 大 広

間・トレーニ

ングルーム  

 備考  月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８  

号）に規定する休日（以下この表において「祝日」という。）に

当たる場合は、当該日を開館日とし、その日後においてその日に

最も近い祝日でない日を休館日とする。  

附  則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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参  考  

 

   改  正  要  旨  

 

１  次の市民広場及びスポーツ広場について、早朝（午前６時から午前９時まで）

の使用時間を短縮することに伴い、当該施設の使用料の区分から早朝を削るこ

ととした。  

(1) 市民広場  

日立市滑川市民広場  

(2) スポーツ広場  

ア  日立市河原子北浜スポーツ広場  

イ  日立市中里スポーツ広場  

ウ  日立市会瀬スポーツ広場  

 

２  日立市十王総合健康福祉センターの休館日を次のとおり見直すこととした。  

区分  休館日  

 改正前  改正後  

保健プラザ  

12月 29日 か ら 翌 年 １ 月

３日まで  

(1) 月曜日  

(2)  12月 29日から翌

年１月３日まで  

 

※  月 曜 日 が 国 民 の

祝 日 に 関 す る 法 律

に 規 定 す る 休 日 の

場 合 は 、 当 該 月 曜

日 以 降 で 最 も 近 い

休日でない日  

いきいき健康プラザ  

多目的ホール  

福祉  

プラザ 

調理実習室  

ゲートボール場  

風 呂 ・ 大 広 間 ・

ト レ ー ニ ン グ  

ルーム  

(1) 月曜日  

(2)  12月 29日から翌年

１月３日まで 
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